
 

西宮市基準該当短期入所生活介護事業者及び基準該当介護予防短期入所生活介護事業者 

の登録等に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４２条第１項

第２号に規定する基準該当居宅サービスのうち、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基準省令」という。）

第１４０条の２６に規定する基準該当短期入所生活介護又は法第５４条第１項第２号に規定する

基準該当介護予防サービスのうち、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年

厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準省令」という。）第１７９条に規定す

る基準該当介護予防短期入所生活介護（以下「基準該当短期入所生活介護等」という。）を行う事

業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。 

（登録の申請） 

第２条 基準該当短期入所生活介護等の事業を行う事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げ

る事項を記載した基準該当（介護予防）短期入所生活介護事業者登録申請書(様式第１号)又は書

類を市長に提出しなければならない。 

（１） 事業所の名称及び所在地 

（２） 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び

職名 

（３） 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 

（４） 登記事項証明書又は条例等 

（５） 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要 

（６） 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

（７） 運営規程 

（８） 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

（９） 従業者の勤務の体制及び勤務形態 

（１０） 当該申請に係る事業に係る資産の状況 

（１１） 指定居宅サービス等基準省令第１３６条又は指定介護予防サービス等基準省令第１３

７条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容 

（１２） 基準該当短期入所生活介護等の実施理由書 

（１３） その他登録に関し必要と認める事項 

（登録の基準等） 

第３条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容が指定居宅サービス等基準省令

又は指定介護予防サービス等基準省令に適合していると認めるときは、次条の規定により登録を

拒否する場合を除き登録を行う。 

２ 前項の登録は、事業の種類及び基準該当短期入所生活介護等を行う事業所（以下「基準該当短

期入所生活介護等事業所」という。）ごとに登録を行う。 

３ 第１項の登録は、基準該当短期入所生活介護等事業者登録簿に前条に規定する基準該当（介護

予防）短期入所生活介護事業者登録申請書の記載事項を記載する。 

４ 市長は、第１項の登録をしたときは、当該登録の申請を行った者に基準該当（介護予防）短期

入所生活介護事業者登録通知書（様式第２号）により通知する。 

（登録の拒否） 

第４条 市長は、第２条の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前

条の登録をしてはならない。 



 

 

（１） 当該申請に係る基準該当短期入所生活介護等事業所の従業者の知識及び技能並びに人員

が、指定居宅サービス等基準省令又は指定介護予防サービス等基準省令で定める基準及び員数

を満たしていないとき。 

（２） 申請者が、指定居宅サービス等基準省令又は指定介護予防サービス等基準省令に従って

適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。 

（３） 申請者が、指定居宅サービス等基準省令又は指定介護予防サービス等基準省令の要件を

満たし、指定短期入所生活介護事業者又は指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を受け

ることができると認められるとき。 

（４） 当該申請に係る基準該当短期入所生活介護の事業を行う事業所（以下「基準該当短期入

所生活介護事業所」という。）に併設する指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準省令第

９３条第１項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。）、指定地域密着型通所介護事

業所（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第３４号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。）第２０条第１項に規定す

る地域密着型通所介護事業所をいう。以下同じ。）又は指定認知症対応型通所介護事業所（指定

地域密着型サービス基準省令第４２条第１項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護事業所をいう。以下同じ。）において、指定居宅サービス等基準省令第９５条第４項、指定

地域密着型サービス基準省令第２２条第４項又は第４４条第４項に規定するサービスの提供を

市長に届け出ているとき。 

（５） 当該申請に係る基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を行う事業所（以下「基準該

当介護予防短期入所生活介護事業所」という。）に併設する指定予防専門型通所サービス事業所

（介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準

（令和６年厚生労働省告示第８４号。以下「告示基準」という。）第４８条第１項について、西

宮市指定予防専門型訪問サービス及び指定予防専門型通所サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定予防専門型訪問サービス及び指定予防専門型通所サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める要綱第２条第２項にて読み替える指定予防専門

型通所サービス事業所をいう。以下同じ。）又は指定介護予防認知症対応型通所介護事業所（指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

３６号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準省令」という。）第５条に規定する単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）において、告示基準第５

０条第４項又は指定地域密着型介護予防サービス基準省令第７条第４項に規定するサービスの

提供を市長に届け出ているとき。 

 

（登録の更新） 

第５条 第３条の登録は、６年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効

力を失う。 

２ 前項の規定にかかわらず、基準該当短期入所生活介護事業所の登録の開始日から６年を経過す

る日までに、当該事業所に併設する指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定

認知症対応型通所介護事業所又は指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス

基準省令第６３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）の現

に受けている指定の有効期間の満了の日が到来するときは、第３条の登録は、当該指定通所介護

事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は指定小規模多機

能型居宅介護事業所の当該指定の有効期間の満了の日までにその更新を受けなければ、その期間



 

 

の経過によって、その効力を失う。 

３ 第１項の規定にかかわらず、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の登録の開始日から６

年を経過する日までに、当該事業所に併設する指定予防専門型通所サービス事業所、指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着

型介護予防サービス基準省令第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所をいう。以下同じ。）の現に受けている指定の有効期間の満了の日が到来するときは、第３条

の登録は、当該指定予防専門型通所サービス事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の当該指定の有効期間の満了の日までにその更

新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 

４ 前３項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「登録の有効期

間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の

有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

５ 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効

期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

６ 前条の規定は、第１項から第３項までの登録の更新について準用する。 

（登録の更新申請等） 

第６条 前条の第１項から第３項の規定に基づき、基準該当短期入所生活介護等の事業を行う事業

者の登録の更新を受けようとする者は、第２条各号（第３号を除く。）に掲げる事項及び現に受け

ている登録の有効期間満了日を記載した基準該当（介護予防）短期入所生活介護事業者登録更新

申請書(様式第１号の２)又は書類を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第２条第

４号から第１１号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る基準該当（介護予

防）短期入所生活介護事業者登録更新申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 

３ 市長は、登録の更新をしたときは、当該登録の更新申請を行った者に基準該当（介護予防）短

期入所生活介護事業者登録更新通知書（様式第２号の２）により通知する。 

（変更の届出等） 

第７条 第３条の規定により登録を受けた者（以下「基準該当短期入所生活介護等事業者」という。）

は、当該登録に係る基準該当短期入所生活介護等事業所の名称及び所在地その他登録された事項

に変更があったときは、１０日以内に変更届出書（様式第３号）に当該変更の内容を証する書類

を添えて市長に届け出なければならない。 

２ 基準該当短期入所生活介護等事業者は、基準該当短期入所生活介護等の事業を廃止し、又は休

止しようとするときは、その廃止又は休止の日の１月前までに、休止した当該基準該当短期入所

生活介護等の事業を再開したときは、１０日以内に廃止・休止・再開届出書（様式第４号）によ

り市長に届け出なければならない。 

（特例居宅介護サービス費等の支給等） 

第８条 市が、法第４２条第１項第２号に係る特例居宅介護サービス費又は法第５４条第１項第２

号に係る特例介護予防サービス費（以下「特例居宅介護サービス費等」という。）の支給を行うの

は、法第４１条第１項に規定する居宅要介護被保険者又は法第５３条第１項に規定する居宅要支

援被保険者（以下「居宅要介護被保険者等」という。）が、基準該当短期入所生活介護等であって、

当該基準該当短期入所生活介護等事業者により行われるものの提供を受けた場合とする。 

２ 市長は、居宅要介護被保険者等が基準該当短期入所生活介護等事業者から基準該当短期入所生

活介護等を受けた場合の当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当短期入所生活介護

等に要した費用について、次に掲げる要件のすべてを満たす場合は、特例居宅介護サービス費等



 

 

として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保

険者等に代わり当該基準該当短期入所生活介護等事業者に支払うことができる。 

 （１） 基準該当短期入所生活介護等事業者が特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出

書（様式第５号）をあらかじめ市長に提出していること。 

（２） 居宅要介護被保険者等の被保険者証に法第６６条第１項又は第２項に規定する支払方法

変更の記載がないこと。 

（３） 居宅要介護被保険者等が基準該当短期入所生活介護等事業者に特例居宅介護サービス費

等の受領を委任していること。 

（４） 居宅要介護被保険者等が次の要件のいずれかを満たしていること。 

  ア 法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援又は法第５８条第１項に規定する指定介護

予防支援を受けることについて法第４６条第４項又は法第５８条第４項の届出をしており、

かつ、基準該当短期入所生活介護等が法第８条第２４項に規定する居宅サービス計画又は法

第８条の２第１６項に規定する介護予防サービス計画の対象となっていること。 

  イ 基準該当短期入所生活介護等を含む法第８条第１項に規定する居宅サービス又は法第８条

の２第１項に規定する介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ている

こと。 

３ 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当短期入所生活介護等について西宮市介護保険

施行規則（平成１２年西宮市規則第１１３号。以下「施行規則」という。）第５条第１号及び第６

条第１号の規定により算定した額とする。 

４ 第２項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス

費等の支給があったものとみなす。 

５ 基準該当短期入所生活介護等事業者は、基準該当短期入所生活介護等その他のサービスの提供

に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、基準

該当短期入所生活介護等の費用について特例居宅介護サービス費等の費用の額及びその他の費用

の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記

載した領収証を交付しなければならない。 

６ 市長は、基準該当短期入所生活介護等事業者から特例居宅介護サービス費等の請求があったと

きは、法第４１条第４項第２号及び法第５３条第２項第２号に規定する厚生労働大臣が定める基

準並びに指定居宅サービス等基準省令（第９章第７節の基準該当居宅サービスの取扱いに関する

部分に限る。）及び指定介護予防サービス等基準省令（第９章第８節の基準該当介護予防サービス

の取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査した上、支払うものとする。 

７ 市長は、基準該当短期入所生活介護等事業者からの特例居宅介護サービス費等の請求に係る審

査及び支払に関する事務を国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号)第４５条第５項に規定す

る国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）に委託する。 

８ 基準該当短期入所生活介護等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求

に関する省令（平成１２年厚生省令第２０号)の規定の例により特例居宅介護サービス費等を請求

するものとする。 

９ 基準該当短期入所生活介護等事業者は、第２項の規定による支払を受ける場合は、当該居宅要

介護被保険者等から利用料の一部として、法第４１条第４項第２号及び法第５３条第２項第２号

に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該基準該当短期

入所生活介護等に要した費用（食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に

要する費用として介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）で定める費用を除く。）の

額を超えるときは、当該現に基準該当短期入所生活介護等に要した費用の額とする。）から第３項



 

 

に規定する額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。 

（特例特定入所者介護サービス費等の支給等） 

第９条 市が、法第５１条の４第１項第２号及び介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。

以下「令」という。）第２２条の５第１号に係る特例特定入所者介護サービス費又は法第６１条の

４第１項第２号及び令第２９条の５第１号に係る特例特定入所者介護予防サービス費（以下「特

例特定入所者介護サービス費等」という。）の支給を行うのは、法第５１条の３第１項又は法第６

１条の３第１項に規定する特定入所者（以下｢特定入所者｣という。）が、基準該当短期入所生活介

護等であって、当該基準該当短期入所生活介護等事業者により行われるものの提供を受けた場合

とする。 

２ 市長は、特定入所者が、法第５１条の４第１項第２号又は法第６１条の４第１項第２号に該当

する場合（基準該当短期入所生活介護等を受けた場合に限る。）における食事の提供に要した費用

及び滞在に要した費用について、次項に規定する要件を満たすときは、特例特定入所者介護サー

ビス費等として当該特定入所者に対し支給されるべき額の限度において、当該特定入所者に代わ

り当該基準該当短期入所生活介護等事業者に支払うことができる。 

３ 前項の要件については、前条第２項各号の規定を準用する。 

４ 特例特定入所者介護サービス費等の額は、当該基準該当短期入所生活介護等について施行規則

第５条第５号及び第６条第４号の規定により算定した額とする。 

５ 前条第４項、第５項、第７項及び第８項までの規定は、特例特定入所者介護サービス費等につ

いて準用する。 

６ 基準該当短期入所生活介護等事業者は、第２項の規定による支払を受ける場合は、当該特定入

所者から食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用の一部として、法第５１条の４第２項に

規定する食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の合計額又は法第６１条の４第２項に規定す

る食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額の合計額の支払を受けるものとする。 

（勧告） 

第１０条 市長は、基準該当短期入所生活介護等事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認

めるときは、当該基準該当短期入所生活介護等事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める

措置をとるべきことを勧告することができる。 

（１） 基準該当短期入所生活介護等事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指

定居宅サービス等基準省令又は指定介護予防サービス等基準省令で定める基準又は員数を満た

していない場合当該基準又は員数を遵守すること。 

（２） 指定居宅サービス等基準省令又は指定介護予防サービス等基準省令に従って適正な基準

該当短期入所生活介護等の事業の運営をしていない場合当該省令を遵守すること。 

２ 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた基準該当短期入所生活

介護等事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（登録の取消し等） 

第１１条 市長は、基準該当短期入所生活介護等事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合に

おいては、第３条の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停

止することができる。 

（１） 基準該当短期入所生活介護等事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指

定居宅サービス等基準省令又は指定介護予防サービス等基準省令で定める基準又は員数を満た

すことができなくなったとき。 

（２） 指定居宅サービス等基準省令又は指定介護予防サービス等基準省令に従って適正な基準

該当短期入所生活介護等の事業の運営をすることができなくなったとき。 



 

 

（３） 特例居宅介護サービス費等又は特例特定入所者介護サービス費等の請求に関し不正があ

ったとき。 

（４） 法第４２条第４項又は法第５４条第４項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは

提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

（５） 法第４２条第４項又は法第５４条第４項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、

質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した

とき。 

（６） 不正の手段により第３条の登録を受けたとき。 

（７） 基準該当短期入所生活介護等事業者が、要介護者又は要支援者の人格を尊重するととも

に、この要綱又はこの要綱に基づく命令を遵守し、要介護者又は要支援者のため忠実にその職

務を遂行していないと認められるとき。 

（８） 前各号に掲げる場合のほか、基準該当短期入所生活介護等に関し不正又は著しく不当な

行為をしたとき。 

（事業所情報の提供） 

第１２条 市長は、基準該当短期入所生活介護等事業者に関する情報（第７条に規定する変更の届

出等に係る情報を含む。）のうち、次に掲げる事項を兵庫県、連合会その他の機関に提供できるも

のとする。 

（１） 事業所の名称及び所在地 

（２） 申請者の名称及び所在地及び電話番号並びにその代表者の氏名及び職名 

（３） 事業登録年月日 

（４） 事業開始年月日 

（５） 基準該当事業所番号 

（６） その他市長が特に必要と認める事項 

 （公示） 

第１３条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 

（１） 第３条の登録をしたとき。 

（２） 第７条第２項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 

（３） 第１１条の規定により登録を取り消し、又は登録の全部若しくは一部の効力を停止した

とき。 

 （その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成２６年１月１日から実施する。 

この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。 

この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

この要綱は、令和６年７月１日から施行する。 


